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法
投
棄
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
　

町
内
の
山
林
や
道
路
沿
い
な
ど

　

の
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
に
、
一
般

家
庭
の
ゴ
ミ
や
廃
タ
イ
ヤ
、
家
電
製

品
な
ど
の
大
型
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
、
指
定

ご
み
袋
に
入
っ
た
も
の
ま
で
捨
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
の
回
収
・
処
理
に
は
多

く
の
時
間
と
費
用
が
か
か
る
と
と
も

に
、
皆
さ
ん
の
大
切
な
税
金
が
使
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

役
場
で
は
、
不
法
投
棄
に
対
し
て
、

警
察
機
関
と
も
協
力
し
て
厳
し
く
対

処
し
ま
す
。
誰
か
が
片
付
け
る
だ
ろ

う
と
軽
い
気
持
ち
で
捨
て
た
結
果
、

と
て
も
厳
し
い
罰
則
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。
違
反

者
に
は
５
年
以
下
の
懲

役
、
ま
た
は
1
、
0
0

0
万
円
以
下
の
罰
金
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
発
見
し

た
場
合
は
、
役
場
環
境

課
（
☎
74
‐
3
0
0
6
）

ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

き
れ
い
な
自
然
を
守

る
た
め
に
み
な
さ
ん
の

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

不 不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

後絶たぬ不法投棄
家庭ゴミ・廃タイヤ・大型ゴミなど家庭ゴミ・廃タイヤ・大型ゴミなど家庭ゴミ・廃タイヤ・大型ゴミなど

地上デジタル放送相談会・説明会開催
　　ナログ放送から、地上デジタル放送への移行

　　が、1年余りに迫ってきました。

　2011年（平成23年）の７月24日までにアナロ

グテレビ放送は完全に停波します。

　現在のテレビでの視聴は、2011年（平成23

年）6月30日までで、7月1日から完全停波の24日

までは、地上デジタル放送移行のお知らせ画面な

どによる放送になる予定ですので、注意してくだ

さい。

　総務省テレビ受信者支援センター（略デジサ

ポ）では、地域ごとに受信相談受付のための電話

番号を設置し、説明会や相談会を開くなど、これ

から地デジに関する質問や相談体制を強化してい

きます。

　地デジに関してわからないことなど、気軽に問

合せください。

●受信相談受付電話番号

　＜デジサポ道央＞　☎011‐351‐1155

　　　　●地デジ相談会・説明会

■日　時　６月16日(水)・6月18日(金）

　　　　　・相談会(個別対応)／９:00～

　　　　　　12:00・14:30～16:30

　　　　　・説明会／13:00～14:00

■場　所　・室蘭市文化センター

　　　　　・中小企業センター

■問合せ　デジサポ道央相談会グループ

　　　　　☎011‐271‐3825

　洞爺湖の自然公園を美しくす

る会では、宝くじの助成金で草

刈機の整備をいたしました。

　この事業は、自治総合センタ

ーが全国自治宝くじの普及広報

事業費として受入れる受託事業

収入を財源として、住民のコミ

ュニティ活動を促進し、その健

全な発展を図るとともに宝くじ

の普及広報を目的に行われてい

ます。

　今回の草刈機の整備によって、

地域住民のふれ合いの場であり

コミュニティー活動の場である

各地区の公園の美化・緑化に寄

与しています。

宝くじは広く社会に
役立てられています

ア

宝くじで整備した草刈機宝くじで整備した草刈機宝くじで整備した草刈機

後を絶たないごみの不法投棄後を絶たないごみの不法投棄後を絶たないごみの不法投棄


